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令和６年９月文教建設常任委員会会議録 

 

１． 招集年月日 

   令和６年９月１０日 

２． 招集の場所 

   千早赤阪村役場 議事堂 

３． 出席委員        

   委 員 長  田 村   陽 

   副 委 員 長  服 部 幸 令 

   委 員  千 福 清 英 

   委 員  井 上 浩 一 

   委 員  徳 丸 初 美 

   委 員  吉 田 昭 之 

   委 員  藤 浦   稔 

４． 欠席委員 

   な   し 

５． 本委員会に説明のため出席した者の職氏名 

   村 長  菊 井 佳 宏 

   総 務 部 長  日 谷 順 彦 

   教育委員会事務局理事  森 田 洋 文 

   総 務 課 長  倉     真 

   農林商工課長  仲 野 隆 之 

   都市整備課長  下休場 健 司 

６． 本委員会に職務のため出席した者の職氏名 

   議会事務局長  柏 原 美 佳    議会事務局書記  土 井 達 也 

７． 付議案件 

   １．議案第４３号 令和６年度千早赤阪村一般会計補正予算（第６号） 
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午前１０時００分 開会 

○田村委員長 皆さんおはようございます。 

 ただいまの出席委員は７名です。定足数に達しておりますので、文教建設常任委員会を

開会いたします。 

 本委員会に付託されました案件は、補正予算１件です。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 なお、付託された案件の提案説明は本会議において受けておりますので、省略いたしま

す。 

 審議は１議案ごとに担当者より説明していただき、採決を行います。 

 それでは、順次議題といたします。 

 議案第４３号令和６年度千早赤阪村一般会計補正予算（第６号）を議題といたします。 

 本案の文教建設常任委員会所管分について説明を求めます。 

 倉総務課長。 

○倉総務課長 議案第４３号令和６年度千早赤阪村一般会計補正予算（第６号）、文教建

設常任委員会所管分についてご説明させていただきます。 

 それでは、４ページをご覧ください。 

 第２表債務負担行為補正でございます。小・中学校の校納金システム利用料を追加する

ものでございます。 

 次に、歳出についてでございます。 

 １４ページをご覧ください。 

 各科目の職員人件費、会計年度任用職員、人件費の補正につきましては、労働保険対象

者の増及び採用予定による職員共済組合等負担金や会計年度任用職員報酬などの補正で

す。各科目の通信運搬費につきましては、令和６年１０月１日以降の郵便料金値上げ等に

よる補正です。また、各科目の主な修繕費及び手数料につきましては、公用車の自動車点

検基本料の値上げによる補正ですので、説明は省略させていただきます。 

 １４ページをお願いします。 

 教育保育施設等経費は、子育てのための施設等利用給付交付金市町村分交付金返還金の

補正でございます。 

 １６ページをご覧ください。 

 森林整備事業費は、森林整備地域活動支援交付金返還金の増額でございます。 

 森林環境教育事業費は、森林ＥＳＤ事業実施に伴う森林環境委託料の増額でございま

す。 
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 地域公共交通事業費は、コミュニティバス運行事業に必要な土地及び建物を購入したこ

とに伴う建物共済掛金の増額でございます。 

 １８ページをご覧ください。 

 教育委員会事務局事務費は、自動車共済保険料の不足に伴う増額でございます。 

 教育振興費は、子育てのための施設等利用給付金・利用交付金返還金の増額でございま

す。 

 小学校管理運営事業費は、赤阪小学校の天井に設置している扇風機９台の故障による修

繕費及び千早小吹台小学校運動場の側溝にグレーチングを設置するための整備工事費の増

額でございます。 

 ２０ページをご覧ください。 

 中学校管理運営事業費は、村立中学校のエアコン室外機を移設するための工事費の増額

でございます。 

 海洋センター管理運営事業費は、多目的トイレのオストメイト蛇口から常時熱湯が出る

ため内部給湯器の交換修理に係る修繕費、バスケットゴールの修繕費及びバスケットゴー

ルが脱落した際、落下による利用者の負傷を防ぐための脱落防止装置の維持補修費の増額

でございます。 

 次に、８ページをご覧ください。 

 歳入でございます。 

 雑入は、森林整備地域活動支援交付金返還金過年度及び施設型給付負担金過年度分の増

額でございます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○田村委員長 これより質疑に入ります。 

 藤浦委員。 

○藤浦委員 １７ページに森林環境教育事業費１０万６，０００円計上されてますね。こ

れの委託先というのはどこになるんですかね。 

○田村委員長 仲野課長。 

○仲野農林商工課長 こちらのほうで１０万６，０００円上げていただいてる委託先とい

うか予算計上に伴う見積りの徴収先は大阪府森林組合南河内支店のほうになっておりま

す。 

 以上です。 

○田村委員長 藤浦委員。 

○藤浦委員 前回、昨年度とも、これ現在森林組合との締結ということの今答弁やったん
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やけど、前、丸紅木材というとこと提携してたんちゃいます。これはどないなったんです

かね。 

○田村委員長 仲野課長。 

○仲野農林商工課長 昨年度は丸紅木材株式会社と森林環境教育事業のほうを実施させて

いただきました。本年度の予算計上時もそこから見積りを取り当初予算の予算計上をさせ

ていただいておりましたが、森林教育の協定の解除ということで事業を行うことが困難と

いう旨の通知、報告がありましたので、今回南河内森林組合と事業を進めさせていただき

たいと考えております。 

 以上です。 

○田村委員長 藤浦委員。 

○藤浦委員 今の答弁でたった１年で解除して困難と判断したということなんですけど、

その背景というのはどこにあるのかな。 

○田村委員長 仲野課長。 

○仲野農林商工課長 当初は丸紅木材のほうと村のほうが包括の協定を結んでおりました

が、そちらのほうが今年７月に解除ということになりまして、それでこちらの事業のほう

も農林商工課のほうも向こうから事業の実施が困難ということを受けて変更させていただ

いてるという経過になっております。 

 以上です。 

○田村委員長 藤浦委員。 

○藤浦委員 そしたら、解除という申入れは丸紅木材のほうからあったということです

か。 

○田村委員長 仲野課長。 

○仲野農林商工課長 こちらのほうはそういうふうに聞いております。 

 以上です。 

○田村委員長 藤浦委員。 

○藤浦委員 聞いておりますというのは、どこから聞いておるんですか。 

○田村委員長 仲野課長。 

○仲野農林商工課長 こちらのほう、協定につきましては秘書企画課のほうで対応してい

ただいてますので、そちらの課のほうから連絡を受けております。 

 以上です。 

○田村委員長 藤浦委員。 

○藤浦委員 ありがとうございます。今、秘書企画課という名前出ました。大体全部分か
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りました。ありがとうございました。 

○田村委員長 井上委員。 

○井上委員 今、質問あった分でＥＳＤの内容、前回企画されていた、今回は協定解除さ

れたみたいなんですけど、それと今回される部分というのは何か変わりあるんでしょう

か。何をされるんでしょうか。 

○田村委員長 仲野課長。 

○仲野農林商工課長 森林環境教育事業の内容としては、基本的には昨年実施した部分と

変更はございません。内容といたしましては、間伐体験とか座学で木工してそういう木と

親しんでいただくといった内容になっております。 

 以上です。 

○田村委員長 ほかに質疑ございませんか。 

 井上委員、どうぞ。 

○井上委員 続きまして、１９ページの小学校管理運営事業費で扇風機とグレーチングっ

ておっしゃってたんですけど、何か詳しいこと、できたら教えてください。 

○田村委員長 森田理事。 

○森田教育委員会事務局理事 まず、修繕費でございますけれども、赤阪小学校の天井に

扇風機を各教室ついてるんですが、昨年度も一部不良がありまして変えておるんですが、

今年度、また一度に９台ぐらいが回らなくなりまして、非常にまだまだ暑い時期も続きま

すので、エアコンと併用して学校のほうでは使用しておりますので、できるだけ早い段階

で修繕するために今回予算計上させていただいております。 

 それとあと運動場整備工事でございますけれども、千早小吹台小学校の運動場と体育館

の間に側溝があるんですけども、従前から木製の渡るために子どもたちがはまらないよう

にということでつけておったんですが、やはり木製ということで劣化しまして割れたりし

ておりまして、今ない状態になっております。これにつきましても、子どもたちが、うっ

かり溝にはまらないようにということで、全部じゃないですが、一部グレーチングを設置

して子どもたちの安全対策をしたいと考えております。 

 以上です。 

○田村委員長 井上委員。 

○井上委員 ありがとうございました。９台一遍に壊れたんですか。今、現状はどうなん

ですか。動いてるんですかね。 

○田村委員長 森田理事。 

○森田教育委員会事務局理事 あれは機械の設備のもんもあるんですが、実際当初つけて
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から恐らく一回も変えてないかなと思うんですが、やはり不具合というのは一度に起こる

もので、学校から随時報告は受けてるんですけど、今回９台が動かなくなったという報告

を受けたもので、今回補正をお願いしたところでございます。 

○田村委員長 井上委員。 

○井上委員 ありがとうございます。扇風機やから、エアコンは動いてるんですよね。扇

風機、対流させるやつが壊れたと。全く動かない。今回、これいけると思うんですけど、

ならどれぐらいでつくんでしょうか。 

○田村委員長 森田理事。 

○森田教育委員会事務局理事 予算可決いただきましたら、速やかに準備のほうは進めて

おりますので、予算可決次第、早急に発注かけたいと考えております。 

 以上です。 

○田村委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 服部委員。 

○服部委員 ２１ページですね、中学校管理運営事業費で室外機移設工事と上がっている

んですけども、これは、もう少し詳しく教えていただけますか。 

○田村委員長 森田理事。 

○森田教育委員会事務局理事 中学校の室外機の一部を今回移設するための工事費を計上

させていただいております。場所につきましては本校舎でございますけれども、増築部分

との間に室外機を今設置しておるんですが、今期の猛暑で利きが悪くなっておりまして、

事業者さんに調査いただいたところ、増築部分との間に置いてますので、どうしても風の

対流が悪くなってまして、非常にエアコンの利きが悪くなったということで中学校から報

告を受けておりまして、できるだけ早い段階で修繕をしたいということで今回予算計上さ

せていただいております。 

 以上です。 

○田村委員長 服部委員。 

○服部委員 故障じゃなくて移設ということなんですけども、資材の高騰とかで１００万

円ぐらいかかってくるということなんでしょうか。 

○田村委員長 森田理事。 

○森田教育委員会事務局理事 移設をするだけではそう大きな金額じゃないんですが、や

はり配管関係とか冷媒関係とか、あと電気工事もございますので、トータル一定の今回予

算計上いたしました１０１万２，０００円の見積りが出ましたので、計上させていただい

ております。 
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 以上です。 

○田村委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 井上委員。 

○井上委員 その同じページで海洋センターの部分です。さっきオストメイトトイレとバ

スケットゴールと言われてたんですけど、ちょっと詳細分かれば教えてもらえればと思い

ます。 

○田村委員長 森田理事。 

○森田教育委員会事務局理事 海洋センター管理運営事業費でございますけれども、先ほ

ど総務課長から説明いたしましたように、まずバスケットゴールですけれども、今回落下

防止装置を検査をしていただきまして設置の必要性を指摘されましたので、今回補正予算

で計上させていただいております。 

 それともう一つ、同じバスケットゴールなんですが、バスケットゴールが昇降するよう

に、上下に動く装置がついてるんですが、それの不具合もございまして、それも併せて修

繕したいと思っております。 

 それと、あとトイレのほうなんですが、オストメイト機能がついておりまして、お湯が

出るようになってるんですけども、そのお湯が温度調整できないことで熱湯が今出ており

まして今止めておるんですが、その給湯するための装置を取り替えるために今回補正予算

上げさせていただいております。 

 以上です。 

○田村委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 徳丸委員。 

○徳丸委員 同じところで給食センター管理運営事業費とあるんですけれども、もう少し

具体的に教えていただけますか。 

○田村委員長 森田理事。 

○森田教育委員会事務局理事 先ほど総務課長のほうから説明は省略するということで申

し上げたかと思うんですが、公用車、給食センター、トラック２台と公用車１台ございま

すが、それの検査の手数料等々が値上がりするということで、各項目において９月の今回

の補正で計上させていただいてる分でございます。 

 以上です。 

○田村委員長 ほかに質疑はございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○田村委員長 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 
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 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結いたします。 

 これより議案第４３号を採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案の文教建設常任委員会所管分は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○田村委員長 異議なしと認めます。よって、本案の文教建設常任委員会所管分について

は本会議において原案どおり可決すべきものと決しました。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 これで本日の委員会を閉じ、令和６年９月文教建設常任委員会を閉会いたします。 

 皆様お疲れさまでございました。 

午前１０時１９分 閉会 
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 委員会条例第２７条の規定により、ここに署名する。 

 

            文教建設常任委員会 

 

                委 員 長  田 村   陽 


